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令和７年度 

第２回高知県立盲学校運営協議会 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

期 日 令和８年２月２５日（水） 

時 間 １０：００～１１：００ 

場 所 校長室 
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次   第 

１ 学校長挨拶と任期の確認 
  任命期間：令和７年３月１日～令和９年２月２８日 
２ 各委員自己紹介 
【協議事項】 
 ①令和７年度学校関係者評価について 
  ・学校評価アンケートの報告（資料①） 
  ・令和７年度の取組の報告（資料②） 
  ・学校関係者評価（資料②） 
 ②令和８年度学校経営計画について 
  ・令和８年度の取組の説明（資料③④） 
  
 ③その他  事務局（学校）より連絡 
 ※令和８年度 第 1回学校運営協議会予定 
         令和８年７月１５日（水）予定 
        第 2回学校運営協議会予定 
         令和９年２月２４日（水）予定 
 
 ※事務連絡： 
 謝金や交通費を受領予定の方は事務室に立ち寄ってく
ださい。 
 
【お知らせ】とさまなチャンネル 
     （高知県教育委員会 YouTubeチャンネル） 
 本校 石川教諭の『歩行訓練士誕生』の動画が 
  ありますので、ぜひご視聴くださいませ！ 
 とさまなチャンネルはこちら↓ 
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学校運営協議会設置要綱 
 

高知県立盲学校 

 

（設置及び目的） 

第１条 高知県立学校における学校運営協議会の設置等に関する規則第２条第１項及び第２項に基 

づき、本校に「高知県立盲学校運営協議会」（以下「協議会」という。）を置く。                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                   

（組織） 

第２条 協議会の委員（以下「委員」という。）は、１０名以内とする。委員は次の各号に掲げる者の中 

から、校長が推薦し教育委員会が任命した者で構成する。 

（１）地域住民 

（２）保護者 

（３）学校の運営に資する活動を行う者 

（４）学校関係者 

（５）学識経験を有する者 

（６）前各号に掲げるものの他、教育委員会が適当と認める者 

２ 委員については、別表に掲げる者とする。 

３ 委員に欠員が生じたときは、新たに委員を任命することができる。 

 ４ 委員は、地方公務員法第３条第３項に規定する非常勤の特別職とする。 

 

（委員の任期等） 

第３条 委員の任期は２年とし、再任は妨げない。 

 ２ 任期途中の委員の交代等に伴う補欠の欠員の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（委員の服務） 

第４条 委員は、次に掲げる行為をしてはならない。 

 （１）その職を退いた後も含めて職務上知り得た秘密を漏らすこと。 

   （２）協議会及び対象学校の運営に著しい支障をきたす言動を行うこと。 

 （３）委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。 

 （４）前３号に掲げるもののほか、委員としてふさわしくない行為を行うこと。 

 

（役員等） 

第５条 協議会に会長及び副会長各１名を置き、委員の互選により定める。 

２ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。 

４ 学校は校長の任命する事務局長を置き、協議会の活動全般に関する実務を行う。 

 

（会議） 

第６条 会長は校長と協議のうえ、協議会の会議を招集する。 

２ 会議は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 
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（基本的な方針の承認等） 

第７条 協議会は規則第８条第２項に基づき、学校運営に関する基本的な方針（以下「基本的な方 

針」という。）について協議し、校長は基本的な方針について、協議会の承認を得て学校運営 

を行うものとする。 

２ 第１項にかかわる基本的な方針は、規則第８条第１項に基づき、次に掲げる事項とする。 

 （１）教育目標に関すること。 

 （２）学校の経営計画に関すること。 

 （３）学校組織の編成に関すること。 

 （４）学校予算の編成及び執行に関すること。 

 （５）前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要があると認める事項に関すること。 

 

（意見の聴取） 

第８条 協議会は教育委員会に対して意見を述べるときは、あらかじめ、校長の意見を聴くものとする。 

 

（協議会が意見を述べることができる事項） 

第９条 協議会は、学校運営に関する基本的な方針の実現に資する事項（特定の個人に関する事項 

を除く）について、意見を述べることができる。 

 

（意見等の把握及び情報の提供） 

第１０条 協議会は児童生徒及び保護者等の意見、要望等を把握し、その運営に反映するよう努め 

るとともに、児童及び生徒については、必要に応じて意見を聴くものとする。 

２ 協議会は保護者等に対して、学校の運営及び必要な支援に関する協議の結果に関する情報を 

積極的に提供するよう努めるものとする。 

 

（教育委員会による指導及び助言等） 

第１１条 校長は必要に応じて、教育委員会に協議会の運営に関し、指導及び助言を求めることがで 

きる。 

２ 前項により指導及び助言を求める場合、校長は教育委員会に対して、情報提供及び説明を行い、 

協議会が適切な活動を行うことができるように努める。 

 

（委員の解任） 

第１２条 校長は辞任の申し出があった場合のほか、次の各号のいずれかに該当すると認めるとき 

は、教育委員会に承認を経て委員を解任することができる。 

（１）第５条の規定に違反したとき。 

（２）病気等のためにその職務を遂行することができないとき。 

（３）前２号に掲げる場合のほか、解任に相当する事由が認められるとき。 

 ２ 校長は委員が前項各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに教育委員会に報告するも 

のとする。 

 

（雑則） 

第１３条 この要項に定めるほか、本会の運営について必要な事項は、協議会の協議で定める。 

 

附則  この要項は令和２年１１月１日から施行する。 
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令和７年度～令和 8年度高知県立盲学校運営協議会委員名簿 

番号 氏   名 所   属   等 区分 

１ 原田 浩平 小高坂各種団体連携協議会 地域住民 

２ 川田 裕一 越前町１丁目北町内会 地域住民 

３ 石川リエコ  高知県立盲学校ＰＴＡ会長（中学部） 保護者 

４ 髙田 麻美  高知県立盲学校ＰＴＡ副会長（小学部） 保護者 

５ 上村 雅志  社会福祉法人 小高坂更生センター理事長 
学校の運営に 

資する者 

６ 中川 理沙  高知県身体障害者連合会 視覚障害者生活訓練指導員 
学校の運営に 

資する者 

７ 泉 奈江  オーテピア高知 声と点字の図書館館長 
学校の運営に 

資する者 

８ 伊藤 正孝  元高知県立盲学校長 
学識経験を 

有する者 

９ 中野 直喜  高知県立盲学校長 学校関係者 

※任期は令和 9年 2月 28日までとなっています。 

 

 

-memo- 
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【参考資料】令和７年度の学校概要について 
                               （第 1回学校運営協議会資料より） 
 
（１） 沿革について 

昭和４年２月２０日（創立記念日）に文部大臣より高知県立盲唖学校の設立が認可

され本年度で創立９７年を迎え、県内唯一の視覚障害教育を行う学校としてその役割

を担ってきた。 

 
（２） 令和７年度教職員数について 
 

校  

長 

教  

頭 

事
務
長 

教  

諭 

養
護
教
諭 

学
校
栄
養
職
員 

実
習
助
手 

寄
宿
舎
指
導
員 

事
務
職
員 

会
計
年
度
任
用
職
員 

計 

１ １ １ ２６ １ １ ３ ８ ３ １２ 57 

＊スクールカウンセラー１名（西山 肇 先生）   

＊スクールソーシャルワーカー１名（山﨑 桂 先生） 

 

（３） 令和７年度幼児児童生徒数について １４名  うち舎生５名  

性別 
 

学部 
男子 女子 計 備     考 

幼稚部 ０ ０ ０  

小学部 ２ １ ３ ４年生１名  ５年生２名 

中学部 ２ ０ ２ １年生２名 

高等部(普通) ２ ３ ５ １年生２名  ２年生２名  ３年生１名  

高等部(保理) １ ０ １ ３年生１名 

高等部(専理) １ ２ ３ １年生１名  ３年生２名 

計 ８ ６ １４ 重複児童生徒 ６名 
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（４） 幼児児童生徒数推移（平成２８年度～令和７年度）について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度 令和７年度

全　　　校 23 21 21 23 22 23 22 18 16 14

幼　稚　部 0 0 1 2 2 1 0 0 0 0

小　学　部 10 7 6 5 5 6 5 5 5 3

中　学　部 1 3 5 8 4 5 4 3 1 2

高等部普通科 4 5 4 3 6 8 11 7 6 5

高等部保健理療科 3 2 2 2 2 1 1 1 2 1

高等部専攻科理療科 5 4 3 3 3 2 1 2 2 3
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幼児児童生徒数推移（平成２８年度～令和７年度）

全 校 幼 稚 部 小 学 部 中 学 部

高等部普通科 高等部保健理療科 高等部専攻科理療科
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５ 児童生徒の活躍（2学期以降） 

 〇第 24回全国障害者スポーツ大会わた SHIGA輝く２０２５ 

  【陸上競技】 

   ・５０ｍ走・ソフトボール投げ 第２位 

     高等部本科普通科１年 來米 琴音さん 

 

 〇令和 7年度高知県児童生徒表彰 

     高等部本科普通科１年 來米 琴音さん 

   

 〇令和 7年度 第 32回 全国盲学校通信陸上競技大会 

  【陸上競技】 

   ・ソフトボール投げ（中学部男子の部） 第 2位 

     中学部 1年 和食 崇人さん 

   ・ソフトボール投げ（高等部女子の部） 第 2位 

     高等部本科普通科１年 來米 琴音さん 

 

 ○令和７年度 第 32回全国特別支援学校文化祭 

  【造形・美術部門】 

   ・優秀賞 高等部本科普通科 1年 來米 琴音さん 

  【写真部門】 

   ・優秀賞 高等部本科普通科 1年 黒河 拓巳さん 

 

 

 〇令和 7年度 美術教育総合展 

   ・入賞  小学部作品 

              

 

 

 

 

 

 

-memo- 
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６ 学校生活の様子 

①                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

防災キャンプ 
8月 2日～3日 
（1泊 2日） 

（①防災すごろく遊び） 

（②防災かるた遊び） 

（③教室での就寝） 

（④災害用ダイヤル体験） 

（外部講師による） 
フラワーアレンジメント教室 

② 

③ 

④ 
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学んだことを『生きる力』につなげる取り組み 
【中学部：自立活動】 

～買い物、献立、調理、片付けも含め、昼食を自分で用意する！～ 

農業を通じて学ぶ取り組み（理科・社会科・食育・環境等）
高等部本科普通科 
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高知ユナイテッド SC様との交流・体験学習 

（学習後はチーム最終戦にもご招待いただきました！） 

地震火災避難訓練 
（消火体験、煙体験、模型による津波のメカニズム体験） 



                                     

                     p. - 12 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高知鏡川ライオンズクラブ様から新入生へ学用品等のご寄贈がありました！ 

とんとん（紙）相撲大会！ 

（学部を超えた協働の学びの場） 
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『オーテピア高知声と点字の図書館』様との協働学習 

（バリアーフリー図書の紹介、音声図書再生機材の使い方、図書館の利用方法など） 

※第 41回国民文化祭／第 26回全国障害者芸術・文化祭 

よさこい高知文化祭関連学習活動 

キャリア教育・校外学習ほか 

（小学部ヘレンケラー観劇、普通科職場見学、地域産業の体験など） 

ヘレンケラーの生涯

を知ったよ！ 

須崎で『わら馬』に

ついて学びました！ 

職場実習や見学を

通じて、仕事の大切

さを学びました！ 
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※ちなみに・・・舎生の要望が叶い、朝食にパンが提供される日も増えました。 

寄宿舎の様子！ 

（れいめい祭・朗読会・BBQ大会・舎生自治活動でパン食の要望書づくり） 
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【9月】 フコク生命チャリティーコンサート（高知放送） 

 

 

 

 

 

 

【11月】 高知ユナイテッド SC とのふれあいサッカー教室 

        （高知さんさんテレビ、テレビ高知、NHK高知放送、高知新聞社、読売新聞社） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【12月】 防災学習について（NHK高知放送） 

 

 

 

 

 

 

【2月】 視覚障害ナビ・ラジオ「つぼみ見つけた」収録（NHK ラジオ） 

       ※放送は令和 8年 4月以降 

 

 

 

報道による児童生徒・本校取組の紹介 


